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第１ 基本的な考え方 

 

 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号。以下「法」という。）の改正法

が平成２８年４月１日に施行され，農業委員会においては「農地等の利用の最適化の推

進」が最も重要な必須業務として，明確に位置付けられた。 

 

 京都市では，地域性豊かな地理的な条件を生かし，水稲や多種多様な京野菜が生産され

てきたが，近年は農業者の高齢化等により，農業・農地の保全が危ぶまれている。そのた

め，今後は地域の実情や特性を踏まえた農業委員会活動が必要である。 

 

 そこで，「農業委員会等に関する法律」第７条に基づき，京都市農業委員会における指

針として，具体的な目標と推進方法を次のとおり定める。 

 なお，この指針は，３年毎の農業委員及び農地利用最適化推進委員の改選期，もしくは

農地等の利用の最適化の推進の状況やその他の事情を考慮して必要があると認めるとき

に，改定するものとする。 

 

 また、単年度の具体的な活動については、「農業委員会による最適化活動の推進等につ

いて」（令和４年２月２日付け３経営第 2584 号農林水産省経営局長通知、令和４年２月２

５日付け３経営第２８１６号農林水産省経営局農地政策課長通知）に基づく「最適化活動

の目標の設定等」のとおりとする。 

 

  



第２ 具体的な目標と推進方法 

 

１ 遊休農地の発生防止・解消について 

（１） 遊休農地の解消目標 

 管内の農地面積 

（Ａ） 

遊休農地面積 

（Ｂ） 

遊休農地の割合 

（Ｂ／Ａ） 

現状 

（令和４年４月） 
２，３９０ ha ３．６ ha  ０．１５ ％ 

目標 

（令和７年３月） 
２，３９０ ha １．４ ha ０．０６ ％ 

※管内の農地面積は直近の「耕地及び作付面積統計」における耕地面積を記入 

 

（２） 遊休農地の発生防止・解消の具体的な推進方法 

① 農地の利用状況調査と利用意向調査の実施について 

 京都市と連携し，農業委員と農地利用最適化推進委員により，農地法（昭和２

７年法律第２２９号）第３０条第１項の規定による利用状況調査と，同法第３２

条第１項の規定による利用意向調査を実施する。 

② 農地中間管理機構等との連携について 

 利用意向調査の結果を受け，農地法第３４条に基づく農地の利用関係の調整を

行い，農家の意向を踏まえ農地中間管理機構等への貸付手続きを進める。 

③ 非農地判断について 

 利用状況調査の結果を精査の上，現況に応じて非農地判断を行い，守るべき農

地を明確化する。 

 

（３） 遊休農地の発生防止・解消の評価方法 

   遊休農地の発生防止・解消の進捗状況は、遊休農地の割合により評価する。 

   単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」に

基づく「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公

表」のとおりとする。 

 

  



２ 担い手への農地利用の集積・集約化について 

（１） 担い手への農地利用集積目標 

 管内の農地面積 

（Ａ） 

集積面積 

（Ｂ） 

集積の割合 

（Ｂ／Ａ） 

現状 

（令和４年４月） 
２，３９０ ha ５３０ ha  ２２ ％ 

目標 

（令和７年３月） 
２，３９０ ha １，３１５ ha ５５ ％ 

※管内の農地面積は直近の「耕地及び作付面積統計」における耕地面積を記入 

※集積面積の目標値は，京都府農業経営基盤強化促進基本方針の目標割合から算出 

 

（２） 担い手への農地利用の集積・集約化に向けた具体的な推進方法 

① 「地域計画」の作成・見直しについて 

 農地の所有者及び担い手の意向を把握し，各地域の地域計画作成と見直しに参

画する。 

② 関係機関との連携について 

 京都市，京都府，農地中間管理機構等と連携し，農地の出し手と受け手の意向

を踏まえ，集積率向上のため活動する。 

③ 担い手への支援について 

 担い手の経営改善に向けた取り組みを支援しながら，京都市農林部局と連携

し，担い手を確保する。 

 

（３） 担い手への農地利用の集積・集約化の評価方法 

   担い手への農地利用の集積・集約化の進捗状況は、農地の集積率により評価する。 

   単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」に基

づく「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」の

とおりとする。 

 

 

  



３ 新規参入の促進について 

（１） 新規参入の目標 

 新規参入者数 新規参入者取得面積 

現  状 

（令和３年度） 
１８ 経営体数/年 ４．３ ha 

目  標 

（令和６年度） 
３０ 経営体数/年 ６．０ ha 

 

（２） 新規参入の促進に向けた具体的な推進方法 

① 関係機関との連携について 

 京都市や京都府と連携し，就農希望者への対応を行う。希望される農業形態に

合った農地をあっせんできるよう，農地所有者の意向に関する情報収集を積極的

に行う。 

② 新規参入後のフォローアップ活動について 

 地元の農業委員及び農地利用最適化推進委員は，新規参入者の地域の受け入れ

を調整し，参入後も継続的なフォローアップを行う。また，京都市や京都府と連

携し，新規参入者に研修会や地域活動への参加を促す等，農業経営の安定や継続

につながる活動を推進する。 

 

（３） 新規参入の促進の評価方法 

新規参入の促進の進捗状況は、新規参入者（個人、法人）の数により評価する。 

   単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」に基

づく「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」の

とおりとする。 


